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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年８月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月３０日 １２時５９分ごろ 

発生場所 和歌山県有田
あ り だ

市地
じ

ノ島南方沖 

 下津沖ノ島灯台から真方位１１３°２,３２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０６.３′ 東経１３５°０６.０′） 

事故の概要  プレジャーボートMASUMI
マ ス ミ

Ⅱは、北東進中、また、プレジャーボート

EXPERT
エキスパート

は、出航したのち、両船が衝突した。 

 EXPERTは、船長が死亡し、右舷中央部外板の亀裂等を生じ、また、

MASUMIⅡは、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２６年１１月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からに意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート MASUMIⅡ、２.６トン 

   ２５０－５０４０６和歌山、マリン大阪株式会社（船舶所有

者）、個人使用（船舶借入人） 

   ６.７２ｍ（Lr）×２.４９ｍ×１.３８ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１０.３０kＷ、平成１６年３月 

Ｂ プレジャーボート EXPERT、５トン未満 

   ２５２－１２３２６和歌山、個人所有 

   ６.２２ｍ（Lr）×２.２４ｍ×１.０４ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、３３.１０kＷ、昭和５９年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成５年１０月２９日 

    免許証交付日 平成２５年９月２５日 

           （平成３０年１０月２８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年１２月２３日 

    免許証交付日 平成２３年３月１４日 

           （平成２９年１月３０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に亀裂、操縦区画の風防に破損、左舷船尾のクリ

ート及びローラ等に折損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、有田市宮崎ノ鼻西方沖での釣り

を終えて帰港することとし、操縦席に腰を掛け、マリーナに向けて地

ノ島南方沖を約１６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

北東進中、エンジン音が聞こえたので、左舷方を見たところ、至近に

Ｂ船を認めた。 

 Ａ船は、船長Ａが、舵を切る間もなく、スロットルレバーを戻す途

中、同じ速力で、平成２６年１１月３０日１２時５９分ごろ、Ａ船の

船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突し、Ａ船がＢ船に乗り上がった。 

 船長Ａは、Ａ船とＢ船が離れた後、Ｂ船が前進状態で旋回してお

り、船内で倒れている船長Ｂが見えたので、Ｂ船に横着けして乗り込

もうとしたものの、乗り込めなかったので、Ｂ船の前路にＡ船を止

め、Ｂ船をＡ船で受け止めてＢ船に乗り込み、主機を停止して船長Ｂ

の救助に当たった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、魚釣りの目的で、有田市初島漁

港を出港したのち、地ノ島南方沖において、Ａ船と衝突した。 

 付近を航行中の渡船（以下「Ｃ船」という。）は、衝突に気付き、

Ｃ船の船長がＣ船の事務所に救急車の要請を依頼し、また、Ｃ船の乗

組員が仲間の渡船（以下「Ｄ船」という。）に連絡を行い、Ｄ船が救

助に訪れ、同乗者が、Ｂ船に移乗して操船し、船長Ｂを乗せた状態

で、初島漁港に入港した。 

 船長Ａは、Ａ船に戻り、Ｂ船を追走した。 

船長Ｂは、救急車で初島漁港から小学校のグランドに運ばれ、ドク

ターヘリにより病院に搬送され、死亡が確認され、死因は頭部損傷と

検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船（船首

部の状況）、写真３ Ｂ船 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、船首方に見張りを妨げる構造物はなかった。 

 船長Ａは、地ノ島南方沖を北東進中、正船首方にプレジャーボート

１隻及び右舷船首方に漁船を１隻それぞれ視認し、また、知人の船を

探すために左舷船首方の沖ノ島の方向を見た際、動いている船を認め

なかった。 

 船長Ａは、Ｂ船のエンジン音を聞いたのが、衝突の約２～３秒前で

あり、Ｂ船を視認してから衝突するまで１秒も経過していないと本事

故後に思った。 
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 船長Ａは、衝突後、Ｂ船を止めようとして追い掛けた際、Ｂ船の速

力が約５～７kn出ていると思った。 

 Ａ船の衝突時の針路は、０４８°とＧＰＳに表示されていた。 

 Ｃ船は、地ノ島南方沖を北西進中、主機をスローにしてＡ船を先に

行かせ、その後、何気なく右舷方に振り向いたとき、Ａ船とＢ船が衝

突しているのを認めたので、救助のため、旋回中のＢ船に近づいた。 

 船長Ｂは、Ｂ船で年間約３００回釣りに行き、ふだんは、０８時３

０分～０９時の間に出港し、１３時～１４時ごろに帰港していた。 

 船長Ｂの家族は、船長Ｂが、左舷船尾のクリートに錨索を固縛し、

ローラを介して錨を投入していたが、いずれも本事故後なくなってい

たので、錨泊中に当てられた可能性もあると思った。 

 船長Ｂの家族は、Ｂ船に釣り餌が残っていたので、船長Ｂは、まだ

釣りをするつもりであったのではないかと思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真① Ｂ船（左舷船尾付近の状況） 

 

本事故前は、通常、クリートにアンカーロープを繋いでいた。 

 

 

 

ＥＸＰＥＲＴ 

  左舷船尾 

 

 プレートに折損 

 

写真② Ｂ船（左舷船尾のクリートの折損状況） 
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本事故前は、左舷船尾にローラがあり、ローラを介してアンカーロ

ープを延ばしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真③ Ｂ船（プレートに折損） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

 Ａ船は、地ノ島南方沖を北東進中、船長Ａが、釣り場を発進後、船

首方に他船を認めなかったので、航行の支障となる他船はいないもの

と思い、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、左舷方か

ら接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、地ノ島南方沖において、Ａ船と衝突したものと考えられる

が、船長Ｂが本事故により死亡したことから、衝突に至った状況を明

らかにすることはできなかった。 

 船長Ｂの死因は、頭部損傷であった。 

原因  本事故は、地ノ島南方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船と衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・見張りは、一定の方向だけでなく、全方向に対して行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県 

大阪府 

和歌山県 

和歌山県 

 有田市 

事故発生場所 

（平成２６年１１月３０日 １２時５９分ごろ発生） 

 
初島漁港 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船（船首部の状況） 
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写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右舷窓ガラス

が破損 

操縦席の椅子

が曲損 

亀裂が一番大

きい箇所 


